
青森県内における産業廃棄物処理業許可申請窓口のチェックシート 
（令和５年４月１日以降） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

窓口は、申請者の住所（本店所在地）を

管轄する地域県民局環境管理部(※)で

す。 

なお、住所が県外又は青森市内の場合は

東青地域県民局環境管理部、八戸市内の

場合は三八地域県民局環境管理部です。 

Ｑ 県の処分業

許可があるか？ 

ある 

窓口は、主たる積替え保管

場所を管轄する地域県民

局環境管理部(※)です。 

窓口は、主たる処理施設の設置場所（移動式の処

理施設にあっては駐機場所）を管轄する地域県民

局環境管理部(※)です。 

なお、駐機場所が県外又は青森市内の場合は東青

地域県民局環境管理部、八戸市内の場合は三八地

域県民局環境管理部です。 

Ｑ 申請区分は収集運搬業か処分業か？ 

収集運搬業 処分業 

Ｑ 積替え保管を行うか？ 

行う 行わない 

Ｑ 積替え保管場所はどこか？ Ｑ 収集運搬を行う区域はどこか？ 

県内全域（青森

市内又は八戸

市内を含む。） 

ない 

Ｑ 処分を行う事業地はどこか？ 

県内（青森市

内及び八戸市

内を除く。） 

 

県内（青森市内

及び八戸市内を

除く。） 

 

八戸市内 

Ｑ 県の処分業

許可があるか？ 

ない ある 

なお、青森市及び八戸

市の両市で積替え保

管する場合は、両市の

許可が必要です。 

また、青森市又は八戸

市以外でも収集運搬

を行う場合は、併せて

県の許可も必要です。

（県の窓口は次に進

む。） 

駐機場所にかかわらず、県の許可に加え

て、事業地である青森市又は八戸市、若

しくは両市の許可が必要です。（県の窓口

は次に進む。） 

【移動式施設を用いる場合】

県内全域（青森市内、八戸市

内で行う場合を含む。） 

※ 県の窓口（各環境管理部の管轄区域） 

環 境 管 理 部 管 轄 区 域 

東青地域県民局環境管理部 

〒038-0031 青森市大字三内字丸山１９８－４ 

      青森県運転免許センター２階 

TEL 017-763-5292 (直通) FAX 017-763-5782 

東津軽郡 

上北郡（野辺地町、横浜町、六

ヶ所村） 

中南地域県民局環境管理部 

〒036-8345 弘前市大字蔵主町４ 

      弘前合同庁舎１Ｆ 

TEL 0172-31-1900(直通) FAX 0172-38-5318 

弘前市、黒石市、五所川原市、

つがる市、平川市 

西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、

北津軽郡 

三八地域県民局環境管理部 

〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田７ 

      八戸合同庁舎２Ｆ 

TEL 0178-27-5111(代表) FAX 0178-27-1922 

十和田市、三沢市 

上北郡（七戸町、六戸町、東北

町、おいらせ町） 

三戸郡 

下北地域県民局環境管理部 

〒035-0073 むつ市中央１－１－８ 

      むつ合同庁舎新館１Ｆ 

TEL 0175-33-1900(直通) FAX 0175-23-1853 

むつ市 

下北郡 

 

 

  上記以外の（特別管理）産業廃棄物処理業の許可に関するお問い合わせは、県外又

は青森市内の事業者は東青地域県民局環境管理部に、八戸市内の事業者は三八地域県

民局環境管理部にお願いします。 
 

 

青森市内 青森市内

に限定 

八戸市内

に限定 

窓口は、

青森市

です。 

窓口は、

八戸市

です。 

青森市内 八戸市内 

窓口は、

青森市

です。 

窓口は、

八戸市

です。 

窓口は、

青森市

です。 

窓口は、

八戸市

です。 

青森市の窓口 

 青森市環境部廃棄物対策課 

 〒030-0801 青森市新町１－３－７ 

       青森市役所駅前庁舎３Ｆ 

 TEL 017-718-1086 FAX 017-718-1166 

八戸市の窓口 

 八戸市市民環境部環境保全課 

 〒031-8686 八戸市内丸１－１－１ 

       市庁別館６Ｆ 

 TEL 0178-51-6195 FAX 0178-47-0722 

（
県
の
窓
口
） 


